
 

 

NPO 法人日本ムーブメント教育・療法協会（以下、当協会）の活動をご理解いただき、 

ムーブメント教育・療法について知りたい、学びたい、実践に取り組みたいと希望される方は、どな

たでも会員になることができます。 

なお、非会員でも当協会が主催する実践講座等を受講することは可能ですが、ムーブメント教

育・療法の指導者資格を取得・維持・更新するためには、会員であることが必要です。 

 

１．会員種別と年会費（4 月～翌年 3 月） 

    会員：6.000 円     学生会員：3,000 円（年度毎に申請手続きが必要） 

 

２．会員の特典 

➢ 実践講座等の優先申込と会員価格での受講 

➢ 新刊テキスト「実践！ムーブメント教育・療法」の特価購入 

➢ 会員専用メルマガ配信（準備中） 

遊具活用事例紹介、実践 Q&A、各種（オリジナル遊具など）情報交換 

➢ 会員専用｢学び広場｣サイト（準備中）の閲覧 

乳幼児～高齢者・障がい児者の実践プログラムの公開と解説 etc. 

➢ ムーブメント遊具（パステル舎）の割引購入 

 

  ３．会員登録（新規）の方法 

➢ 当協会 HP（トップページ）右上のマイページをクリックします。 

➢ 画面右側（上段）のマイページ登録フォームをクリックします。 

必要事項を入力、登録をクリックすると、ログインアカウントが自動メールで届きます。 

➢ アカウントとパスワードを入力して、ログインをクリック→ご自身のマイページが開きます。 

➢ マイページ画面内の各種申請をクリック、入会申請（会員登録）をクリック、登録を

クリックしてください。入会申請中が表示されます。 

➢ 入会申請の処理後、年会費に関する案内が、マイページ上に表示されます。年会

費納入後、上記会員特典が適用されます。 

  

 

 
 

問い合わせ 

JAMET事務局 

 jamet＠shobix.co.jp 

会員登録 を希望 さ れ る  

皆様への ご案内  



 

４．その他 

➢ 年会費の納入は、前年度の３月から年間を通して可能です。「マイページ」から納入手続

きをお願いいたします。 

➢ 年会費が未納の期間は 「２.会員の特典」の適用外となります。 

➢ 年会費を５年間滞納された場合、会員登録は無効となり、システム上「退会」扱いとなりま

す。この場合、有効期限内の資格、受講歴に伴う更新ポイント等があっても失効します。 

➢ 滞納された年会費を一括納入された時点で、会員特典、有効期限内の指導者資格、

受講履歴、更新ポイント等は復活します。 

➢ 指導者資格の取得・更新等に関する詳細は、「ムーブメント教育・療法指導者資格取得・

更新ガイド」 https://jamet-npo.jp/capacity.html をご覧ください。 

 

 

以上 

https://jamet-npo.jp/capacity.html

